
次第 

第３期第８回豊島区子どもの権利委員会 
 

日時：令和６年３月２８日（木）午後５時３０分から 

場所：豊島区役所本庁舎９階 第２委員会室 

 

１．開 会 

 

 

２．答 申 

（１）豊島区子どもの権利推進計画の改定に関する答申について 

     

３．協 議 

（１）子どもの権利に関する普及・啓発の取組について 

   ＊令和５年度に実施した、子どもの権利に関する普及・啓発の取組の報告及び令和 6年度の予定に 

     ついて 

 （２）子どもの権利相談室開設後の状況について 

   ＊令和５年９月に開設した子どもの権利相談室の実績と令和６年度の予定について 

 

４．報 告 

 （１）第４期豊島区子どもの権利委員会の運営について（案） 

 

 

５．閉 会 

 

【配布資料】 

資料１ 豊島区子どもの権利に関する推進計画の改定について（答申）（案） 

資料１－２ 主な事業の主管課評価と子どもの権利委員会からの意見 

資料１－３ 主な事業の主管課評価（再調査）と子どもの権利委員会からの意見 

資料２ 令和５年度子どもの権利普及・啓発等の取組について 

 資料３ としま子どもの権利相談室の運営状況について 

 資料４ 第４期豊島区子どもの権利委員会委員の運営について（案） 

 参考資料 第４回「としま子ども会議」実施報告書 令和５年度   



 

 

 

 

 

豊島区子どもの権利に関する推進計画の改定について（答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年（２０２４年）３月 

豊島区子どもの権利委員会 
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Ⅰ、子どもの権利推進計画について 

 

１、子どもの権利推進計画策定 

平成 18 年 4 月施行の「豊島区子どもの権利に関する条例」第 30 条に、 

「区は、子どもの権利に関する施策を、総合的に実行するために、次に掲げる事項につ

いて推進計画を策定しなければなりません」と定められています。 

（１） 保護者等に対する子どもの養育支援 

（２） 子どもの健やかな育ちに対する支援 

（３） この条例に関する情報の発信や啓発 

（４） この条例に関する学習の機会の確保 

（５） 地域等における子どもの社会参加活動の啓発 

（６） 子どもにかかわる施設等におけるこの条例に定められた子どもの権利の保障 

（７） 児童虐待についての理解の普及及び防止 

（８） 子どもの権利侵害に対する相談、援助及び救済体制の整備 

（９） 前各号に掲げるもののほか、子どもの権利にかかわる施策 

 

 

２、計画策定の経過 

平成 30 年 3 月の第 1 回子どもの権利委員会で区長より計画策定の諮問がされ、 

令和２年２月に子どもの権利委員会からの答申により、令和２年４月から豊島区子ど 

も・若者総合計画と一体とした計画として策定されました。 

現在の子どもの権利推進計画の計画期間が令和６年度末に終了することに伴い、令和 

４年６月に区長より子どもの権利推進計画の改定について諮問があり、今期の子ども 

の権利委員会で検討を行いました。 

 

 

３、豊島区子ども・若者総合計画における子どもの権利推進計画の位置づけ 

 豊島区基本計画の子ども若者福祉分野の計画として位置付けられており、且つ社会福

祉法の規定に基づいて策定される「豊島区地域保健福祉計画」の子ども分野の計画とし

て位置付けられている「豊島区子ども・若者総合計画」と一体として策定されています。 

「豊島区子ども・若者総合計画」は子どもの権利推進計画のほか、複数の子どもに関す

る計画を包含した計画となっており、併せて、関連する計画と施策の連携をしています。 

 

※関連計画との関係は次の図のとおり。 
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４、豊島区子ども・若者総合計画の中での子どもの権利推進計画の主な項目 

子どもの権利の理念は子ども・若者総合計画により実施する全ての施策の基礎となる

ものでありますが、その中でも主な取組みとして、以下の取組の方向性に基づき具体的

な事業を推進しています。 

 

目標Ⅰ「子どもの権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」 

取組の方向性 

（１） 子どもの権利に関する理解促進 

（２） 子どもの意見表明・参加の促進 

（３） 子どもの居場所・活動の充実 

（４） 子どもの権利侵害の防止及び相談・救済 

 

 

５、子どもの権利推進計画の進捗状況の検証 

子どもの権利推進計画の取組は、子ども・若者総合計画の一部として豊島区青少年

問題協議会で進捗状況に関する検証をしています。 

子どもの権利委員会では、子どもの権利に関する条例に基づく計画及び施策の検証の

ため、子ども若者総合計画の、目標Ⅰに属する事業について、令和３年度、令和４年

度の実施状況の検証をいたしました。 

（１） 主な事業の主管課評価と委員の意見 ⇒別紙１ 
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（２）子どもの権利の視点での実施事業の再調査及び検証 ⇒別紙２ 

子どもの権利委員会では、の令和３年度の実施状況について、「子どもに意見を聞

いて事業の評価をしているか」「コロナ禍で実施状況はどうであったか。どのような

工夫をして実施したのか」という視点で実施状況を再度調査し、検証をおこないまし

た。 

  

 

６、豊島区子ども・若者総合計画（子どもの権利推進計画）の改定について 

（１）計画改定の概要 

①計画期間 

改定後の次期計画（予定）  令和７年度～令和１１年度までの５年間 

 

②改定に向けた主な予定 

 ○令和５年度   

   区民ニーズ調査、ヒアリング調査、調査結果の分析 

○令和６年度 

計画案の検討、計画事業の庁内調査、計画案の作成、 

パブリックコメントの実施、計画書の印刷 

 

③計画案の策定を検討する会議体 

検討組織 検討事項 

青少年問題協議

会 
○豊島区子ども若者総合計画全体の検討 

子どもの権利委

員会 
○子どもの権利推進に関する計画の検討 

子ども・子育て会

議 
○子ども・子育て支援事業計画に関する検討 

 

（２）計画改定に向けた調査 

① 区民ニーズ調査の概要 

〔目的〕 

  下記を把握し、計画策定の基礎資料とする。 

ア 計画策定に必要な、子育て家庭や子ども・若者の生活実態、子ども・若者及び、 

  地域の子ども・若者・子育て家庭を支援する団体や、子ども施設職員の意識 

イ「子ども・子育て支援事業計画」策定に必要な幼児教育・保育等の利用状況と利 

用意向 
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※子どもの権利推進計画に関する調査は①の部分となる 

 

〔調査対象〕 

 ア 区民調査 

  調査票種類 対象者 件数 
H30 
回収
率 

1 

保護者 

就学前児童保護者 0～5歳の子どもの保護者 1,500件 49.2 

2 小学生保護者 6～11歳の子どもの保護者 1,500件 47.3 

3 中学・高校生等保護者 12～17歳の子どもの保護者 1,500件 36.3 

4 
子ども 

若者 

小学校 4～6年生  上記 2の世帯の 9～11歳の子ども本人 750件 37.2 

5 中学生・高校生等 上記 3の世帯の子ども本人 1,500件 30.3 

6 若者 18歳～29歳の若者本人 1,500件 20.1 

   合計 8,250件 36.7 

※ 対象者は、住民基本台帳から無作為に抽出 

 

イ 子ども施設職員・地域団体等調査 

 調査票の種類 対象者 件数 
H30
回収
率 

1 子ども施設職員 保育園、幼稚園、小中学校、子どもスキップ等の職員 300件 90.7 

2 地域団体等 町会長、民生・児童委員、保護司、青少年育成委員等 350件 60.5 

  合計 650件 74.5 

 

〔調査項目の検討〕 

 平成 30 年度に実施した『豊島区子どもの実態・意識に関する調査』及び国から示さ

れる予定の子ども・子育て支援事業計画量の見込みの算出の手引きの内容等を踏まえ、

調査項目を検討する。 

   

〔調査方法〕 

郵送による配布及び回収。WEB回答にも対応する。調査は 11月頃に実施し、調査期間

は 2週間程度、回収締切 1週間後にお礼状兼督促ハガキを送付する。 

 

〔調査票の外国語対応〕 

調査票については、英語、中国語、韓国語、やさしい日本語版を各数部ずつ用意し、

希望者に子ども若者課窓口にて配布できるようにする。 
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② ヒアリング調査 

 区職員等による、子ども施設での子どもに対するインタビューと、障害、不登校、性

的マイノリティ（多様な性自認・性的指向の人々）外国ルーツ等の支援団体等での子ど

も・若者へのヒアリングを行う。 

 

（３）子どもの権利委員会における検討内容 

子どもの権利委員会では、「豊島区子ども若者総合計画」（令和 2年～令和 6年）の目

標Ⅰに掲げている「子どもの権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」に紐づく「①

子どもの権利に関する理解促進」「②子どもの意見表明・参加の促進」「③子どもの居場

所・活動の充実」「④子どもの権利侵害の防止及び相談・救済」の取り組みの成果およ

び実態が本調査で把握できる質問項目となっているかチェックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 子どもの権利委員会からの主な意見と調査票への反映状況 

〔調査票全体について〕 

子どもの権利委員会からの意見 調査票への反映状況 

全体的に文字量が多い 

 

平成 30 年度に実施した調査よりも

質問数を減らし、ページ数も抑えて

回答者の負担感を軽減した 

アンケートの表題の文案が難しい。

子ども向けのわかりやすい文章が望

ましい 

文章はできるだけ分かり易いことば

に置きかえた 

アンケートをする目的、アンケート

に答えるメリットを示す。子どもだ

からこそ丁寧に説明する必要がある 

アンケートの依頼文に調査の目的

と、回答結果を施策に役立てていく

ことを記載した 

回答率をあげるため、調査票のデザ

インを工夫したほうがいい 

子どもの相談キャラクター「なやミ

ミ」のイラストを載せ、回答する子

※豊島区子ども若者総合計画ｐ58 より抜粋 

ここに列記している取組の成果および実態が把

握できる質問項目となっているかどうかチェック！ 
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どもが興味を持つように工夫した 

回答に必要な時間も明示する 回答時間の目安を表紙に表示した 

回答の選択肢の言葉が設問ごとに違

うので統一した方が回答しやすい 

 

回答の選択肢をできるだけ統一し、

リズムよく回答できるような工夫を

した 

自分の評価を聞くものについては、

「よく分からない」という回答があ

ってもいい。 

選択肢に「わからない」を加えた 

 

 

〔子どもの権利に関する項目について〕 

子どもの権利委員会からの意見 調査票への反映状況 

子どもの権利に関する条例を知ら

ない人のために、条例を見られる

URL 等を入れたほうが良い 

子どもの権利条例の質問欄に条例を

紹介する区のホームページのQRコー

ドを掲載した 

保護者向けアンケートに「子ども

の権利に関して知る場を設けてほ

しい」という選択肢を入れて、保

護者からの要望はあるのかと問う

てみるとよい 

保護者向けアンケートの「子育て支援

に関する施策や事業で望むこと」の回

答選択肢に加えた 

「何か決めるときに子どもの思い

や考えを取り入れているか」とい

う設問は子ども、大人ともに丁寧

に聞くといい 

保護者向けアンケート、子ども向け、

若者向けアンケートともに設問に加

えた 

権利条例を知っているかどうかで

はなく、権利条例に対してどう考

えているかという意識についての

問があると良い 

大切な７つの子どもの権利が守られ

ていると思うかという質問を加えた 

 

〔その他〕 

子どもの権利委員会からの意見 調査票への反映状況 

全ての保護者に共通で、子どもの

いじめに気が付いたかどうかの有

無だけではなく、あった場合に何

をしたかを聞いたほうが良い 

いじめに気付いた際に対応したか、ど

う行動したかを記述する設問を加え

た 
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（４） 区民アンケート調査結果（速報値、単純集計） 

①回収率 

 

②前回の回収率との比較 

  調査票種類 対象者 件数 
H30 

回収率 
R5 

回収率 

1 

保護者 

就学前児童保護者 0～5歳の子どもの保護者 1,500件 49.2 54.4 

2 小学生保護者 6～11歳の子どもの保護者 1,500件 47.3 43.8 

3 
中学・高校生等保

護者 
12～17歳の子どもの保護者 1,500件 

36.3 30.3 

4 
子ども 

若者 

小学校 4～6年生  
上記 2 の世帯の 9～11 歳の子ど

も本人 
750件 

37.2 28.4 

5 中学生・高校生等 上記 3の世帯の子ども本人 1,500件 30.3 21.9 

6 若者 18歳～29歳の若者本人 1,500件 20.1 18.7 

   合計 8,250件 36.7 33.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査票種類 対象者

就学前児童保護者 0～5歳保護者 1,500 816 54.4%

小学１～３年生保護者 750 376 50.1%

小学４～６年生保護者 750 281 37.5%

中学生保護者 750 246 32.8%

高校生保護者 750 209 27.9%

小学４～６年生本人 750 213 28.4%

中学生本人 750 180 24.0%

高校生 高校生本人 750 148 19.7%

若者 18～29歳若者 1,500 280 18.7%

地域団体等 350 220 62.9%

区施設職員 300 278 92.7%

計 8,900 3,258 36.6%

中高生保護者

小中学生

配布数 回収数 回収率

小学生保護者 1,500 657 43.8%
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（５） 子どもの権利に関する質問の回答状況  

※豊島区子ども・若者の実態・意識に関する調査結果より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《子どもの権利に関する条例の認知度》 

問い：『豊島区子どもの権利に関する条例』を知っていますか。 

答え： 

 全体は「知らない」が最も多く 52.4％、次いで「聞いたことがあるが内容はよく分からな

い」が 26.0％でした。 

 小学生保護者は「聞いたことがあるが内容はよく分からない」が最も多く 40.5％、次いで

「知らない」が 39.7％でした。 

 就学前児童保護者、中学生保護者、高校生等保護者、小学 4-6 年生、中学生、高校生等、

若者は「知らない」が最も多く、就学前児童保護者で 64.1％、中学生保護者で 53.3％、高校

生等保護者で 51.7％、小学 4-6 年生で 66.7％、中学生で 68.9％、高校生等で 83.8％、若者

で 85.4％で、地域団体等、区施設職員が「知っている」が最も多く、地域団体等で 57.3％、

区施設職員で 77.0％でした。 

 

 

 

知っている
聞いたことがあるが内容は
よく分からない 知らない   無回答

1 1 1 1

N =

  全  体 3258

就学前児童保護者 816

小学生保護者 657

中学生保護者 246

高校生等保護者 209

小学4-6 年生 214

中学生 179

高校生等 148

若者 280

地域団体等 220

区施設職員 278

20.6 

12.0 

19.0 

15.4 

11.0 

8.9 

11.7 

1.4 

1.8 

57.3 

77.0 

26.0 

23.3 

40.5 

30.9 

34.9 

23.0 

17.8 

14.2 

12.1 
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15.8 

52.4 

64.1 

39.7 

53.3 

51.7 

66.7 

68.9 

83.8 

85.4 

14.5 

6.1 

1.0 

0.6 

0.8 

0.4 

2.4 
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0.7 

0.7 
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《子どもの意見表明》 

問い：家で何かを決めるとき、あなたは意見を言えるようになっていますか。 

答え： 

 すべての対象で、「とても、なっている」「だいたい、なっている」の合計が「あまり、

なっていない」「まったく、なっていない」の合計より多く、最も低い小学 4-6 年生で

86.4％、最も高い高校生等で 93.9％でした。 

  

 

 

問い：あなたは、ふだん家で子どもの話をよく聞いていますか。 

答え： 

 「聞いている」「ときどき聞いている」の合計が、小学生保護者で 97.7％、中学生保護

者で 96.7％、高校生等保護者で 94.7％でした。 

         

 

 

 

 

 

 

とても、なっている だいたい、なっている あまり、なっていない
まったく、なっていな
い

無回答

1 1 1 1 1

N = 平均値

  全  体 821 0.90

小学4-6 年生 214 0.80

中学生 179 0.99

高校生等 148 0.97

若者 280 0.88

49.2 

43.2 

56.1 

53.4 

47.1 

41.2 

43.2 

35.6 

40.5 

43.6 

6.9 

10.8 

5.6 

4.1 

6.4 

1.3 

1.4 

1.1 

1.4 

1.4 

1.3 

1.4 

1.7 

0.7 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

聞いている ときどき聞いている あまり聞いていない 聞いていない 無回答

1 1 1 1 1

調査対象 N = 平均値

  全  体 1112 1.20

小学生保護者 657 1.22

中学生保護者 246 1.17

高校生等保護者 209 1.14

72.4

74.6

69.9

68.4

24.6

23.1

26.8

26.3

2.2

1.5

2.8

3.8

0.4

0.5

0.0

0.5

0.4

0.3

0.4

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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（６）調査結果に対する権利委員会の意見 

 

 

  

【子どもの権利に関する理解促進について】 

 

・子どもの権利条例の認知が低いところは周知について今後も努力していく必要があ

る。 

 

・「相談窓口を利用したくない」という回答の減少やアシスとしまの認知度が高くなっ 

ている。この間の豊島区の権利に関する取組が非常に効果があったということであ 

る。引き続き継続していく必要がある。 

 

・権利相談室は知らなくてもアシスとしまの活動が子どもに浸透しつつあるのは評価で 

きる。 

 

・権利条例について、子どもの認知度が上がっている。小学校で人権の出張授業を行っ 

 ているが、どの学年で行うのが適切なのかを考える必要がある。 

低学年から意識を持たせていくことも重要。 

 

・前回と比べてアンケートの回収率が下がっているのは、小学生にとって量が多いとか 

面倒など原因があったのか。アンケートのやり方についてもう少し考慮が必要であっ 

た。 

 

【意見表明・参加の促進について】 

・意見を言えるようになったということはとても大事で、言えているのだと思えるの 

は強い力である。反面、どういう属性において意見が言えていないのかに注目したい。 

 

・地域の行事への参加について、中高校生が参加できる催しを考える必要がある。 

 

・「子どもたちの権利が保障されている」かについて、地域団体の方は権利条例の理念が 

わかっているので、子どもの権利を保障する大事なところが足りていないとみている 

ことが結果になっている。 

今後、区がどうしていくのか地域団体の評価がキーポイントになると思う。 
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Ⅱ子どもの権利に関する推進計画の改定に係る諮問に対する答申 

１、豊島区子どもの権利に関する推進計画の改定について 

現行の子どもの権利に関する推進計画の実施状況の検証及び、計画改定のため

の区民調査の結果等を踏まえ、次期計画において、子どもの権利の理念を基本と

する計画をさらに推進していくため、以下のとおり答申する。 

 

（１） 子どもの権利に関する理解促進 

① 子どもの権利の普及・啓発には、子どもに効果的に伝わる方法による周知を

検討する必要がある。アニメーションや映像などの方法も検討すること。 

 

② 保護者や先生への周知方法として、学校が実施する道徳授業や公開講座など、

学校と連携した啓発の機会を検討すること。 

 

③ 子どもの権利に対する大人の意識として、権利を主張することがわがままに

なるという考えが未だに根強くあるが、「子どもの権利」はわがままではなく

人として生きていくうえで非常に大切であるというメッセージを計画の中で

伝えていくこと。 

 

（２） 子どもの意見表明・参加の促進について 

① 「意見表明」は言葉が出せる人だけではなく、意見がいいたくても言える状

況にない、または言葉以外の方法で自分の意見を表現していることもあるこ

とに気づき、受け止め、その意見を尊重すること。意見が通ることが目的で

はなく、自分の意見に気づいて受け止めてもらえ、自分の存在が認められ、

互いに理解しあえる環境の構築を図ること。 

 

② 学校のルールづくりなどに子どもたちが主体性を持って取り組み、認められ

る環境づくりを充実させ、子どもたちの思いや考えを表出させる場所づくり

をすること。 

 

（３） 子どもの居場所・活動の充実について 

① 小中学校ともに課題となっている不登校の問題がある。遊び場だけでなく、

不登校の子のための居場所づくりを検討すること。 

 

 

 



13 

 

（４） 子どもの権利侵害の防止及び相談・救済について 

① コロナ過で子どもの相談のあり方も変化している。子どもを取り巻く環境の

変化に迅速に対応する体制をつくること。 

 

② 権利相談室とアシスとしまの連携により豊島区独自の権利擁護の取組体制を

見えるようにすること 

 

③ 権利相談室において、アウトリーチ型の相談や連携方法の整備を深めること。

メディアの活用法の変化を都度取り入れ、相談室の運営体制に反映させるこ

と。 

 

（５） 子どもの権利推進全体について 

① 地域と連携し、孤立せずに地域や社会とつながることが子どもの権利である

という視点を取り入れた計画とすること。 

 

② 地域団体は子どもたちとの重要な窓口である。地域の思いのある大人をつな

げて、共同でいろいろな取組が進められるように図ること。 
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Ⅲ資料 

１．第３期豊島区子どもの権利委員会への諮問書 
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２．第３期豊島区子どもの権利委員会の開催状況 

会議名 日時 主な審議等の内容 

第 1回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 4 年 6 月 3 日

(金) 14：00から 

・会長、副会長の選任 

・諮問について 

・第３期豊島区子どもの権利委員会の運営について 

・「豊島区子どもの権利に関する条例」に関する区の

取組について 

第 2回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 4 年 9 月 7 日

(水) 

18：00から 

・「豊島区子ども・若者総合計画」（令和２～６年度）

令和３年度実施状況について 

第 3回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 4 月 12 月 27

日(火) 

14：00から 

・「子どもの権利」について 

・子どもの権利保障に関する施策の検証 

・豊島区児童相談所の設置に伴う子どもの権利擁護

の仕組みについて 

第 4回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 5年 3月 24日

(金) 

14：00から 

・子どもの権利保障に関する施策の検証 

・「(仮称)としま子どもの権利擁護センター」の開設

について 

第 5回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 5年 7月 24日

(月) 

15：30から 

・「豊島区子ども・若者総合計画」改定に係る子ども

の実態・意識に関する質問項目の検討 

第 6回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 5年 9月 15日

(金) 

10：00から 

・「豊島区子ども・若者総合計画」改定に係る子ども

の実態・意識に関する調査項目の検討 

第７回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 6年 2月 29日

(木) 

18：30から 

・「豊島区子ども・若者総合計画」改定に係る子ども

の実態・意識に関する調査の結果 

・子どもの権利推進計画実施状況について 

第８回豊島区 

子どもの権利委員会 

令和 6年 3月 28日

(木) 

17：30から 

・答申 

・第 4 期豊島区子どもの権利委員会委員の運営につ

いて（案） 
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３．第３期豊島区子どもの権利委員会委員名簿 

氏名 主な経歴 備考 

南 野 奈 津 子 東洋大学 教授 委員長 

内 田 塔 子 
子どもの権利条約総合研究所  

事務局長 
副委員長 

山 下 敏 雅 弁護士  

佐 賀  豪 弁護士  

加 藤 優 子 臨床心理士  

高 田 慶 子 民生委員・児童委員協議会  

山 本 道 子 青少年育成委員会連合会副会長  

豊 田 雅 子 公募区民委員  

臼 井 祐 一 公募区民委員  

間 嶋 健 巣鴨小学校校長 
委員任期 

R4.4.1～R5.3.31 

北澤 弘幸 巣鴨小学校校長 
委員任期 

R5.4.1～R6.3.31 

 

【「第３期豊島区子どもの権利委員会」議事要旨の掲載ホームページアドレス】 

○令和４年度開催実績（第１回～第４回） 

【掲載先】https://www.city.toshima.lg.jp/229/2209261923.html 

 

○令和５年度開催実績（第５回～第８回） 

【掲載先】（現在準備中） 

 

 

 

https://www.city.toshima.lg.jp/229/2209261923.html
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豊島区子どもの権利に関する推進計画の改定について（答申） 

令和６年（２０２４年）３月 

豊島区子どもの権利委員会 

 

 

【事務局】豊島区子ども家庭部子ども若者課（管理・計画 G） 

〒171-8422 豊島区南池袋 2-45-1 

電話：03-4566-2471  FAX：03-3980-5042 



 

1 

 

主な事業の主管課評価と子どもの権利委員会からの意見 

 

 

〇子どもの意見表明・参加の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況   

令和 3年度 令和 4年度以降の 

取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①16 人 

②0件 

会議 6 回、意見発表会 1

回を開催した。コロナ対策を

講じた上で、対面でのワーク

ショップ形式で実施した。ファ

シリテーターとして、テーマに

関係する部署の若手職員に

参加してもらうことで議論をふ

かめることができた。 

B 

区立小中学校、区内高等学校の児童・生徒向けに募集

用チラシを配布し、事業の広報・周知に努めるとともに、定

員の拡大を図る。 

引き続き、関係部署の職員をファシリテーターに迎え、活発

な話し合いができるようにアシストしていく。 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・内容が子どもの権利にどのようにリンクしているのかを検証項目として挙げているとよ

い。 

・意見表明や参加は、子どもたちにとって一番大事なところだと思う。「子どもの意見表明

権がきちんと保障されている豊島区になっているのか。」という、大事なところだけでも子

どもたちがどう感じているのかを子どもたちに聞いたうえで、大人たちの評価としてやる

という形にできることが一番望ましい。 

・豊島区の事業に対して子どもたちが自分たちの意見を聞いてもらえているかを何らかの

形で、こちらが受け止めることができる仕組みづくりも今後の課題として必要。 

・参加の意味とか目的を子どもにわかりやすく事前に説明するのは必須である。そのうえで

話をしたあとに、話し合った内容を、次にどう活かしたかまでを含んで子どもの参加である。 

・評価をするにあたって子どもの評価を聞いているのかという視点が本当に大事である。こ

れからどれくらいそれができるのか、できる限り求めたいと思う。 

別紙１ 

令和6年3月28日

第３期第８回　豊島区子どもの権利委員会
資料１-２
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・計画の評価検証をするときに可能な限り子どもの意見を反映させていく、子どもの意見を

踏まえて評価していくことが求められる。 

 

 

〇子どもの権利侵害の防止及び相談・救済 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況   

令和 3年度 令和 4年度以降の 

取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①小学校 81.5% 

中学校 78.1% 

②職層に応じ年３回実

施 

・心理検査を区立小学校 3 年生～区立中学

校３年生を対象に年 2回実施した。 

・学識経験者、保護者、学校、地域、関係機

関からなるいじめ防止対策委員会の開催【年

3回】をした。 

・学識経験者、弁護士、心理士、福祉の専門

知識を有する者等で構成するいじめ調査委員

会の開催【年 1回】をした。 

・教員研修の実施（3回）をした。 

・「校内心のケア委員会」を全校に設置、アンケ

ートに基づき教職員による全児童・生徒との面

談実施（３回）をした。 

B 

学校経営や学級経営の

根本として、年度当初か

ら、全教職員の共通の

意識を高め、いじめを、

「しない させない 見逃

さない」体制づくりを推進

する。 

子どもスキップや家庭・地

域においても、学校と一

体的にいじめ対策を推

進できる体制づくりを推

進する。 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・豊島区の教育委員会のいじめ防止対策委員会の委員で、年に何回か報告を受けている。 

豊島区はいじめの発見が早い。うまく工夫をして地域とも連携をとって早期に解決してい

て、さらにどうすればよいか議論をしている。子どもの権利の観点からさらにプラスするな

ら、子どもが主体的にいじめ問題を解決する仕組みづくりが必要で、実際は豊島区もそうい

う意識でやっていると思う。 
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令和 3年度 令和 4年度以降の 

取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①1回 

②44 回 

①ネットワーク研修を ZOOM で行うことによ

り、１回目は実施した。２回目はコロナが急

増した時期と重なり実施できなかった。 

②前年度に引き続き、関係機関職員向け事

例等を用いた児童虐待防止勉強会を密にな

らない環境で実施した。 

B 

引き続き、関係機関に児童虐待

予防の取り組みを周知し、虐待の

早期発見、早期対応につなげる。

ヤングケアラーの周知についても追

加していく。 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・子ども虐待防止ネットワーク事業の令和 4 年度以降の取組の方向性で要支援家庭の支援

を行っていくとあるが、例えば、そこに子どもが話しやすい環境を確保して子どもの話を聞

いていく、子どもが話をしにくい場合には意見表明を支援する人を配置するなどして、子ど

もの思いを聞き反映させていくという視点もあると良い。 
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主な事業の主管課評価（再調査）と子どもの権利委員会からの意見 

 

目標 子どもの権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する 

① 子どもの権利に関する理解促進 

 

子どもの権利保障に関する項目についての取組 

 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・区から「リーフレットを配った、広報紙に載せた。」という一方通行になってしまってい

るが、子どもたちと地域の方と区とが一体となって小さなことから情報発信にトライする

ことで、他の人も「自分もやってみたい。」と拡がっていく形になる。 

・普及啓発と言っても、授業やパンフレットで教えるのは片手落ちではないか。具体的な活

動をしながら、子どもだけでなく大人も子どもの権利について理解していかなくてはなら

ないと。 

・子どもは、行使する権利があるだけであって、それを守るのはやはり大人側で、大人に対

する普及啓発活動がこの中で明確に書かれていないところに問題があるかと思う。 

別紙２ 
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子どもの権利保障に関する項目についての取組 

 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・権利学習プログラムを今年度は複数の小学校に私が出向き実施している。子どもたちから

の反応も良く、私自身楽しくやっている。これから実施校数を増やすにあたり、まだ中学校

でやっていないことと、現時点で、この授業は一方的に私が話すことが中心となっている。

その時に担任の先生も聞いてくださっているので、子どもたちが主体的に考えて発信でき

る授業を、私の話を理解した担任の先生とタイアップをして、もう一つ別の授業としてでき

ないかなと考えている。 
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② 子どもの意見表明・参加の促進 

 

 

子どもの権利保障に関する項目についての取組 

 

 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・としま子ども会議は、子どもたちにとって自分の権利や意見表明を実感できる大切な場に

なっていることを実感した。 

・事業の評価のときに、数値や開催回も大事であるが、子どもたちひとりひとりに響いてい

るという成果を書いていただきたい。それが、数字には出ない子どもたちの変化を私たち大

人の側がきちんとキャッチして、豊島区は取り組んでいるということ、変わってきていると

いうことに繋がると良いと思う。 

・としま子ども会議も子どもの参加促進とあるが、子どもは「参加しないといけないのか。」

という義務感を感じるところもある。むしろ、参加の支援という形で、参加できる環境をど

う作っていくかの支援体制を作ることが大事だと思う。 
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・意見表明権よりも「ヒア・バイ・ライト」 といって、「意見を聞いてもらえる権利」とい

う言葉もあり、そのほうがしっくりくると思う。意見を言わないことも子どもの権利であり、

意見を言いたいときには言えるという機会を確保するということの観点がもう少し出て欲

しいという意味で、「参加の促進」というよりも「参加の支援」というふうに、言葉を変え

られると良いと思う。 

・私たちのような年齢が離れている人に子どもたちが意見を言うのは難しいと思うので、大

学生や若い人が意見を聴取する側になる制度はあるといい。 

・病気で外に出られない子や、ヤングケアラーの子、そういう子たちために、配付している

タブレットを活用し、子どもがいつでも言いたいときに意見を言えるような環境を作れる

とよい。 

 

 

③ 子どもの居場所・活動の充実 

 

 

子どもの権利保障に関する項目についての取組 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・民生委員で児童福祉部会をやっており、各学校の実情を出し合うと、中学生の不登校が多
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いことに驚いている。そういう子たちが、ジャンプのようなところがあって、自由に来られ

るということになればとても助かるのではないかなと思う。子ども達にとって、学校の中の

施設では、言いたいことを自由に言うということは難しいと思う。ジャンプ、スキップとい

った学校から離れた施設だからこそ本音が言えるということもあるかと思います。 

 

 

④ 子どもの権利侵害の防止及び相談・救済 

 

子どもの権利保障に関する項目についての取組 

 

【子どもの権利委員会からの意見】 

・これから権利擁護センターが始まり、児童相談所とはまた違う立場から子どもの権利を今

後どうするかということを、児童相談所と子育て支援課、女性相談事業、権利擁護センター

などの関係機関と連携がうまく取れるとよいと思う。今後の取組みが進んでいったときに、

そのプラス面も評価できるようになるとよいと思う。 
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●全体に対する意見 

・実施可能かどうかを大人の都合で取捨選択していないかどうかというところも、子どもの

参加を大事に育てていくための大事な視点だと思う。大人が安易に評価をしていないかど

うか、つまり、子どもが大人の意向を忖度した意見を言っていないかどうかを大人が意識し

て配慮し、どんな意見でもまず受け止めるということが、子どもの参加を進めて行くうえで

は大事なところである。実施不可能であればその理由に子どもが納得しているか丁寧に対

話しながら進めて行くことが必要である。 

・全体に共通することとしては、意見表明の反映の手続き上でどういう配慮がされているの

かというところを確認していくこと。この事業はこういうタイプのお子さんが来られる居

場所、この事業はこの世代のこういうニーズを持っているお子さんが来られる場所、といっ

た、俯瞰図として考えてみると、小さい子どもには必ずしも意見表明はできないわけではな

いということ、ある特定の年齢層やタイプのお子さんのことが抜けていることも見えてく

ることがあるかもしれない。 

・外国籍の親子が豊島区でも増えているが、外国籍の子どもへ向けた事業の項目がないの

で、早めに取り上げていく必要があるのではないかと思う。 
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令和6年3月28日

第３期第８回　豊島区子どもの権利委員会
資料２

令和５年度子どもの権利普及・啓発等の取組について 

１．令和５年度の取組  

広報物等の配付等 

・子どもの権利に関する条例のパンフレット及び、小学 4～6年生向け学習パ

ンフレットを区立小・中学校の児童・生徒に配布しているタブレットに配信 

・としま子どもの権利相談室のパンフレットを区立小・中学生に配布 

情報発信 

・地域コミュニティアプリ「ピアッザ」、母子手帳アプリ「母子シモ」にマンガ版のパン

フレットを配信 

・としまテレビで子どもの権利に関する条例と子どもの権利相談室を PR 

・中央図書館の図書館展示にて、子どもの権利に関する書籍コーナーを設置 

・「広報としま」で子どもの権利に関する記事を掲載 

・庁舎内での展示による広報（「まるごとミュージアム」、「人権パネル展示」） 

区立学校での取組 

・小学 4～6年生向け学習パンフレットの活用 

・人権教育担当の教員（全小中学校）を対象とした研修会で「子どもの権

利条例」について実施 

・若手教員育成研修（一年次）の人権教育研修の中で子どもの権利について実施 

・中堅教諭等資質向上研修の中で豊島区子どもの権利条例について実施 

ワークショップ・講座等

の実施 

・としま子ども会議の実施 

・としま子ども大学「区長とティータイム」の実施 

・区立保育園及び区立小学校で CAP ワークショップを実施 

（保育園２園、小学校１校） 

・区民団体等を対象とした、子どもの権利への理解を深めるための出前講座を 

実施（年間 2回） 

・区立小学校にて「子どもの権利」学習プログラムを実施（年間 7校） 

・区職員を対象とした「子どもの権利特別研修」及び e-ラーニングを実施 

・子どもにかかわる施設職員を対象とした子どもの権利への理解を深めるための

研修の実施（年間２回） ※子ども若者課人材育成G「子ども研修」 
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２．令和６年度の取組予定  

広報物等の配布 

・子どもの権利に関する条例のパンフレット及び、小学 4～6年生向け学習パン

フレットを区立小・中学校の児童・生徒に配布しているタブレットに配信 

・子どもの権利相談室のカードを区立小・中学生に配布 

情報発信 

・中央図書館の図書館展示にて子どもの権利に関する書籍のコーナーを設置 

・「広報としま」へ子どもの権利に関する記事を掲載 

・「としま子ども月間」の際に庁舎内「まるごとミュージアム」にて出展 

・「としま子ども月間」の際に豊島区広報番組「としま情報スクエア」に出演し、子 

どもの権利を紹介 

・庁舎内で開催される「人権パネル展示」への出展 

区立学校での取組      

・小学 4～6年生向け学習パンフレットの活用 

・人権教育担当の教員（全小中学校）を対象とした研修会で豊島区子ども

の権利条例について実施 

・若手教員育成研修（一年次）の中で子どもの権利について実施 

・中堅教諭等資質向上研修の中で豊島区子どもの権利条例について実施 

ワークショップ・講座等

の実施 

・としま子ども会議の実施 

・区立保育園での CAP ワークショップ実施 

・区民団体等を対象に子どもの権利への理解を深めるための出前講座を実施 

・学校における「子どもの権利」学習プログラムの実施 

・区職員を対象とした「子どもの権利特別研修」及び e-ラーニングを実施 

・子どもにかかわる施設職員を対象とした子どもの権利への理解を深めるための 

研修の実施 ※子ども若者課人材育成G「子ども研修」 

 



 

令和6年3月28日

第３期第８回　豊島区子どもの権利委員会
資料３

としま子どもの権利相談室の運営状況について 
 

 

１．相談実績について  

●相談件数：２６件(終結案件１５件、継続案件１１件)   

●他機関から「としま子どもの権利相談室」に繋がった案件：７件 

（１）性別 

男 女 未回答 

１５ １０ 1 

（２）相談内容（複数に該当する場合は双方にカウント） 

家庭 
問題 いじめ 虐待 

行政 
対応 

学校 
対応 

友人 
関係 不登校 学習面 性被害 性の悩み その他 

１３ ６ ５ ３ ８ ４ 1 １ 1 1 １ 

（３）初回の相談者（複数に該当する場合は双方にカウント） 

本人 両親 母 父 他の機関 その他 

1４ 1 ７ ４ ５ ０ 

（４）初回の相談方法 

電話 メール 対面 手紙 FAX 

１４ 2 １０ 0 0 

（５）子どもの所属 

未就 
学児 

小学校 中学校 高校等 
その他 

低学年 中学年 高学年 １年 ２年 ３年 １年 ２年 ３年 

３ ２ ４ 6 3 0 ２ ３ 0 ２ 1 

（６）終結パターン（１５件） 

助言・支援 他機関へつなぐ 是正要請 

１１ ４ ０ 

 

１．相談実績（R5.9 月 6 日～R6.3 月 1 日まで） 



 

２．令和 6 年度からの体制について 

令和 6 年度からの変更点 

 子どもの権利相談員 子どもの権利擁護委員 電話相談日 

現行 2 名 弁護士、臨床心理士 火・水・金・土 

令和 6 年度から 3 名（採用中） 
子どもの権利に関し優れた識見を

有すると認める者 
火・水・木・金・土 

※土曜の運営については、相談員が 3 名揃い、ローテーションを組めるようになり次第、開始する予定 

 

３．現在のアウトリーチ先について  

■中高生センタージャンプ東池袋・長崎：それぞれ月 1 回 

■子どもスキップ目白：週に 1 回 

 

４．普及・啓発の取り組みについて  

（1）広報用カードの作成（令和 6 年度に区立小・中学生および子どもにかかわる施設へ配付予定） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「としま子どもの権利相談室」の愛称募集  

 「としま子どもの権利相談室」を身近に感じ、親しみをもってもらえるよう、子どもたちから愛称を募集。 

愛称は、区立保育園児、区立小・中学生から募集する（募集期間：R6 年 5 月上旬～6 月上旬） 

年 時期 動き 

令和 6 年 

５月初旬 
校長連絡会・校長会 案件説明および協力依頼 

保育園長会・スキップ所長会 案件説明および協力依頼 

5 月上旬～6 月上旬 愛称の募集（クロームブックおよび応募用紙で収集） 

6 月中日～7 月初旬 愛称候補の選定（各スキップで応募された愛称を数案に絞り込む） 

7 月初旬～8 月中旬 
3～5 案の中から投票で決める（クロームブック） 

※「としま子ども会議」の参加者にも、愛称候補の意見を聞いてみる 

 9 月中 愛称決定（「としま子どもの権利相談室」活動報告会でお披露目予定） 

 

（３）「としま子どもの権利相談室」活動報告会の開催  

  令和 5 年度の「としま子どもの権利相談室」の活動報告会を区民向けに実施する。 

  ★時期は 9 月頃を想定。「子どもの権利」の基調講演や相談室の愛称お披露目等をプログラムに盛り込む予定。 

カードのイメージ（二つ折り） 

２．令和６年度からの体制 

３．アウトリーチの状況 

４．新たな普及・啓発の取り組み 



 

 

令和6年3月28日

第３期第８回　豊島区子どもの権利委員会
資料４

第４期豊島区子どもの権利委員会委員の運営について（案） 

 

１．目的（条例第 31条） 

  豊島区子どもの権利に関する条例に基づく計画及び施策を検証する。 

 

２．職務（条例第 32条） 

①区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等について調査及び審議をすること 

②調査・審議の結果を区長に答申し、制度の改善等を提言すること 

 

３．委員定数及び構成 

（１）委員定数（条例第 31条第 2項） 

   １０名以内をもって組織する。 
 

 （２）第３期委員構成（予定） 

選出区分 人数 

学識経験者 ２ 

民生委員・児童委員 １ 

青少年育成委員会 １ 

小学校 PTA １ 

中学校 PTA １ 

区立小学校長 １ 

区立中学校長 １ 

公募区民 ２ 

合計 １０ 

 

４．委員任期（条例第 31条第 3項） 

  委嘱の日から２年（令和６年４月１日から令和８年３月３１日） 

 

５．会議回数 

  第４期では、概ね 10回程度を予定（初回の会議は、令和６年４月末頃を予定） 

 

６．第４期の主な検討事項 

 （１）令和６年度 

・「豊島区子ども若者総合計画」と一体として策定している「子どもの権利推進計画」  

 の改定案の検討、としま子どもの権利相談室について 

  （２）令和７年度 

   ・子どもの権利推進計画の実施状況の検証、としま子どもの権利相談室について 
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